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平成 23年 7月 13 日に開催した平成 23年度第 5回公立大学法人静岡文化芸術大学 

役員会の結果は次のとおりである。 

 

 

１ 議案 

（１）  受託事業について 

ア 趣旨 

    東静岡駅南口県有地における拠点施設整備検討資料イメージ図作成事業に 

ついて、静岡県企画課から受託する。 

イ 主な意見 

 ・学生や地域住民等が集う集客力のあるものとしてもらいたい。 

 ・受入れる際に、受託事業と受託研究とがあるので、今回は受託事業とするが、

今後、明確に整理する必要がある。 

 ・教育・研究に限定せず、社会貢献できるものであれば、積極的に外部資金を 

受け入れていくべきである。 

  ウ 審議結果 

     特に異議なく議決された。 

 

 

（２）   公立大学法人静岡文化芸術大学ハラスメント防止に関する規程の一部改正に 

ついて 

ア 趣旨 

     ハラスメント対策の推進を図るため、新たに防止委員会の設置等、ハラスメ

ント防止に関する規程を改正する。 

イ 主な意見 

 ・これまで大きな問題が発生したことはないが、人権に係る重要な問題であるた

め、しっかり対応していく。 

・苦情・相談を受ける相談員や、事案が発生した場合に設置する調査委員会の構

成員等について、今後検討する必要がある。 

・組織全体でハラスメントが持つ重要な問題を認識しなければならず、役員、教

員、事務局を含めた講習会を開く必要がある。 

 ・9月に講習会を開催することを検討している。 

ウ 審議結果 

     特に異議なく議決された。 

     

 

 以上 


